
【参考資料１】 

 

消費者問題に関する特別委員会における附帯決議等で示された 

地方消費者行政に係る課題 

 

 

 

○ 衆議院・消費者問題に関する特別委員会合意事項 抄 
 

二．地方消費者行政 

今般拡充された地方交付税措置を活用しつつ、今回の補正予算により新たに

基金に上積みをし、支援対象を“集中育成・強化期間”において増大する業務

に係る人件費等に拡充するとともに、交付要綱等において処遇改善を図る地方

公共団体への交付金の配分を手厚くする旨を定めることにより相談員の処遇改

善（社会保険への加入等を含む）を図る。 

今後３年程度の“集中育成・強化期間”後の国による支援の在り方や、消費

生活センターの設置、相談員の配置・処遇等の望ましい姿について、工程表も

含め消費者委員会で検討を行う。 

 

 

○ 消費者庁及び消費者委員会設置法 抄 
 

附則 

４ 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、消費生活センター（消費

者安全法第十条第三項に規定する消費生活センターをいう。）の法制上の位置付

け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他

の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要

の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 

 

 



○ 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備

に関する法律案及び消費者安全法案に対する附帯決議（衆議院） 
 

 

十五 各地の消費生活センターの相談員の聴取能力及び法律知識の水準向上を

図るため、独立行政法人国民生活センターを中心とする教育・研修の充実を

図ること。 

 

十六 地方公共団体における消費者行政の推進に関しては、今回の法改正の趣

旨を周知徹底し、全国あまねく消費生活相談を受けることができ、消費者の

安全・安心を確保する体制が確立するよう、万全を期すること。 

 

十七 相談員の待遇改善に関しては、今般拡充された地方交付税措置を活用し

つつ、地方消費者行政活性化基金の運用に際しては、支援対象を集中育成・

強化期間において増大する業務に係る人件費等に拡充するとともに、交付要

綱等において処遇改善を図る地方公共団体への交付金の配分を手厚くするこ

とを定めることにより、相談員の時給の引上げ、業務日数の増加による実質

的常勤化、超過勤務並びに社会保険及び労働保険に関し法令に基づく適切な

対応等を含め、地方公共団体における処遇改善の取組を促進すること。 

 

十八 消費生活センターについて、指定管理者制度や委託等を採用している地

方公共団体においても、その受託機関における相談員の処遇については、各

種誘導措置が講じられることにより、地方公共団体が自ら行う場合における

相談員等と同様に処遇の改善が図られるよう万全を期するよう要請すること。 

 

十九 今後三年程度の集中育成・強化期間後の国による支援の在り方や、消費

生活センターの設置、相談員の配置・処遇等の望ましい姿について、その工

程表も含め消費者委員会で検討を行うこと。 

 



○ 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備

に関する法律案及び消費者安全法案に対する附帯決議（参議院） 
 

 

十九 聴取能力及び法律知識のみならず、あっせんや行政との連携能力等各地

の消費生活センターの相談員にとって必要な能力の水準向上を図るため、教

育・研修の機会の拡充等を始め、独立行政法人国民生活センターによる支援

を強化すること。 

また、国民生活センターに配置されている相談員について、その職務内容

にふさわしい身分、待遇の改善に努めること。 

 

二十 地方公共団体における消費者行政の推進に関しては、消費者庁関連三法

制定の趣旨を地方公共団体の長及び議会議長が参加するトップセミナーの実

施等を通じて周知徹底し、全国あまねく消費生活相談を受けることができ、

消費者の安全・安心を確保する体制が確立するよう、万全を期すること。 

 

二十一 各地の消費生活センター等が、障害者、高齢者を含めたすべての消費

者にとってアクセスしやすい一元的な消費者相談窓口として機能するよう、

その認知度を高め、多様な相談受理体制の整備が行われるよう万全を期する

こと。 

 

二十二 相談員の執務環境及び待遇に関する種々の問題点を改善するため、相

談員制度の在り方について全般的な検討を行うとともに、地方公共団体にお

ける消費者行政の一層の充実を図るため、正規職員化を含め雇用の安定を促

進するための必要な措置を早急に講じること。 

また、その待遇改善に関しては、今般拡充された地方交付税措置が着実に

活用されるよう地方公共団体に要請するとともに、地方消費者行政活性化基

金の運用に際しては、支援対象を集中育成・強化機関において増大する業務

に係る人件費等に拡充するとともに、交付要綱等において処遇改善を図る地

方公共団体への交付金の配分を手厚くすることを定めることにより、相談員

の時給の引上げ、超過勤務並びに社会保険及び労働保険に関し法令に基づく

適切な対応等を含め、地方公共団体における処遇改善を積極的に支援するこ

と。 

なお、地方消費者行政活性化基金を真に地方消費者行政の需要を満たすも

のとするため、事業を支援するメニューの在り方等について地方公共団体の

意見を踏まえるとともに、その弾力的な運用を行うこと。 

 

二十三 消費生活センターについて、指定管理者制度や委託等を採用している

地方公共団体においても、その受託機関における相談員の処遇については、

各種誘導措置が講じられることにより、地方公共団体が自ら行う場合におけ

る相談員等と同様に処遇の改善が図られるよう万全を期するよう要請するこ

と。 

 

二十四 今後三年程度の集中育成・強化期間後の国による支援の在り方や、消



費生活センターの設置、相談員の配置・処遇等の望ましい姿について、実態

調査等を行うとともに、集中育成・強化期間の取組を踏まえ、その後も適切

な対応が講じられるよう配意し、工程表も含め消費者委員会で検討すること。

なお、検討に当たっては、広域的な設置を含め地域の実情に応じた消費生活

センターの設置、PIO－NET の整備、相談員の資格の在り方についても十分配

意すること。 

 

三十 地方公共団体の消費者行政の実施に対し国が行う支援の在り方について

所要の法改正を含む全般的な検討を加えるに当たっては、消費者、生活者が

主役となる社会を実現する国民本位の行政への転換を目指す消費者庁設置の

趣旨にかんがみ、国と地方の役割分担など消費者行政の在り方についても併

せて検討すること。 


